
議案第２０号

令和４年度東郷町下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度東郷町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次の各号のとおりとする。

⑴ 年間総排出量 ３，２８８千㎥

⑵ 一日平均処理水量 ９千㎥

⑶ 接続戸数 １４，６３０戸

⑷ 主な建設改良事業

ア 部田山汚水中継ポンプ場改築更新事業 ５１，０５２千円

イ ストックマネジメント計画関連事業 １２，９６９千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

⑴ 収 入

第１款 下水道事業収益 ８１９，７８２千円

第１項 営業収益 ３８５，７６７千円

第２項 営業外収益 ３７３，６０７千円

第３項 特別利益 ６０，４０８千円

⑵ 支 出

第１款 下水道事業費用 ８１９，３１８千円

第１項 営業費用 ７３２，５７１千円

第２項 営業外費用 ７６，７４６千円

第３項 特別損失 １千円

第４項 予備費 １０，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出に対し不足する額１８７，２２５千円は、消費税資本的収支調整額４，
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流域下水道

事業
１ ３ ， ３ ０ ０

資 金 に つ

い て 、 利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

い て は 、

当 該 見 直

し 後 の 利

率）

等又は元金均等若し

くは元金不均等の方

法で毎年度１期又は

２期に分けて償還す

る。ただし、町財政

その他の都合により

据置期間及び償還期

間を短縮し、若しく

は繰上償還し、又は

利息の定率を高めな

いで借り換えること

ができる。

計 ３６，２００

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、予定支出の

各項に不足が生じた場合における各項間の流用と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 職員給与費５８，５４８千円については、その経費の金額を、それ以外の

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

令和４年２月２５日提出 東郷町長 井 俣 憲 治

１１２千円、損益勘定留保資金１８３，１１３千円で補てんするものとする。）。

⑴ 収 入

第１款 資本的収入 ２３２，４９４千円

第１項 企業債 ３６，２００千円

第２項 他会計出資金 １６４，１５０千円

第３項 国庫補助金 ３２，０１０千円

第４項 負担金等 １３４千円

⑵ 支 出

第１款 資本的支出 ４１９，７１９千円

第１項 建設改良費 ７７，３８１千円

第２項 企業債償還金 ３４２，３３８千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道

事業
２２，９００ 普通貸借

５．０％

以内（た

だし、利

率見直し

方式で借

り入れる

政府資金については

その融資条件により

、銀行その他の場合

には起債年度から据

置期間を含めて４０

年度間以内に元利均
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投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

5. 172,899

6. 172,899

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 342,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 141,988

4. 0

3.

建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入 36,200

他会計からの出資による収入 164,150

受益者負担金による収入 122

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 41,125

有形固定資産の取得による支出 △ 58,201

無形固定資産の取得による支出 △ 12,146

国庫補助金等による収入 29,100

利息の支払額 △ 61,336

業務活動によるキャッシュ・フロー 183,113

2.

その他流動負債の増加額（△は減少） 0

小　計 244,449

未収金の増減額（△は増加） 0

長期前受金戻入 △ 208,523

支払利息 61,336

減価償却費 391,636

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

賞与等引当金の増減額（△は減少） 0

令和４年度東郷町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（ 令 和 4 年 4 月 1 日 か ら 令 和 5 年 3 月 3 1 日 ま で ）

（ 単 位 千 円 ）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△） 0
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（１）　総　括

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

（千円）

0
8,990

給　　　　　与　　　　　費

報酬

　（千円）

給料

　（千円）

職員手当

　（千円）

計

　（千円）

法定
福利費

合　計

（千円）

0
58,548
49,558

0
49,558
8,990

3,731

58,548

2,425

27,879

27,879
24,148

0
6,156

17,566

17,566
15,141

15,141

2,834

45,445
0

45,445
39,289

0

13,103

13,103
10,269

0
1（△1）

39,289
6,1562,425 2,834

24,148
3,731

職員数
（人）

7

7
6（1）

948

宿日直手当

1,773 606

区　分
特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当

前年度

346

地域手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本年度

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

区分

比　較

前年度

合計

合計

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

10,269

職員手当
の内訳

区　分
管理職手当 扶養手当

本年度 600 1,056

比　較 0 △ 103

370
比　較 0 378 247 △ 342 △ 24

600 678 1,526

期末手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

7,018
前年度 21 1,197 5,704

1,094本年度

1,314

区　分
勤勉手当 児童手当

（千円） （千円）

本年度 5,052
前年度 4,097

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合計

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

比　較 955

21

1（△1）
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（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

 給与改定に伴

 う増減分

 昇給に伴う

 増加分

 その他の増減  新陳代謝等による増減分  職員数の異動状況

 分

 採用・退職の状況等

（採用）

 本年度　

 前年度

 制度改正に伴

　う増減分

 その他の増減

 分

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

（円）

（円）

（歳）

（円）

（円）

（歳）

イ　初任給

（退職）

0人　

42.4

（見込）  0人　

280,323

334,109

技　能　労　務　職　（円）

技　能　労　務　職

182,200

国　の　制　度

一　般　行　政　職　（円）

150,600

163,100

一　般　行　政　職

391,326

43.1

324,029

大 学 卒

区 分

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢

188,700

一　般　行　政　職　（円）

令和3年1月1日現在

高 校 卒

平 均 給 料 月 額

2,425

増減事由別内訳（千円）

0

0

3,432

給　　料

区　　分 増減額（千円）

3,731

職員手当 2,425

平 均 給 与 月 額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

令和4年1月1日現在

備　　　　　　　　　考説　　　　　　　明

本年度

前年度

増　 減

短 大 卒 168,900

平 均 年 齢

平 均 給 料 月 額

154,900

7人　

7人　

0人　

1人　

0人　

7人　

6人　

（計）

△ 1人　

（現に在職する職員数） （その他）

299

（見込）  0人　

0人　

1人　

3,432 千円 
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

前
年
度

号　給　数　別　内　訳

比 較 （Ｂ）／（Ａ）　（％）

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）　（人）

8号給 （人）

2号給 （人）

6号給 （人）

4号給 （人）

職員数 （人）

令和4年1月1日現在

本
年
度

号　給　数　別　内　訳

2号給 （人）

4号給 （人）

6号給 （人）

３　　級 ４　　級区分 ７　　級 ８　　級

区　　　　　　分
技　能　労　務　職一　般　行　政　職

職員数 （人） 構成比 （％）職務の級構成比 （％）職務の級

３　　級

14.3

28.6

２　　級

１　　級

１　　級 ２　　級 ５　　級 ６　　級

課長

技能労務職一般行政職
代　　表　　的　　な　　職　　種

部長

区　　　　　　　　　　　　　　　分 合 計

主任 主査 係長 課長補佐
一 　般
行政職

主事 主事

（Ｂ）　（人）
（Ａ）　（人）職 員 数

昇 給 に 係 る 職 員 数

比 較
職 員 数

8号給 （人）

（Ｂ）／（Ａ）　（％）
（Ａ）　（人）

7
5

5

71.4 71.4
6
3 3

5

50.0 50.0

3 3

計

１　　級

6

7
5

計

３　　級

２　　級

５　　級33.3

４　　級

1 16.7

7 100.0

1

2３　　級

７　　級

７　　級 1

８　　級

６　　級

４　　級

1

１　　級

２　　級

６　　級

５　　級 ５　　級

令和3年1月1日現在

１　　級

２　　級

３　　級

５　　級

計

８　　級

2 28.6

1 14.3

14.3

2 33.3

2

４　　級

計100.0

16.7

6

４　　級
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計

８　　級

2 28.6

1 14.3

14.3

2 33.3

2

４　　級

計100.0

16.7

6

４　　級

オ　期末手当・勤勉手当

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

支 給 対 象 職 員 の 比 率

代表的な特殊勤務手当の名称 　徴収手当、道路上等作業手当

差 異 の 内 容区　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同

（％）

扶 養 手 当 同

住 居 手 当 同

通 勤 手 当 同

区　　　分

100.0 100.0

３５年勤続

の者（月分）

一 般 行 政 職

最高限度

（2％～45％加算）

47.709 47.709

備　　考

有

職制上の段階、職務の

級 等 に よ る 加 算 措 置

有

4.45

（ 令 和 ４ 年 1 月 1 日 現 在 ）

（月分）

2.225

2.225 2.225

2.225

給料総額に対する比率

支給期別支給率 支給率計

６月（月分） 12月（月分） （月分）

（％）

全 域

（％） 6

支 給 対 象 地 域

国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率

支 給 率

0.08

（人）

有

0.08

技 能 労 務 職

24.586875

7

6

4.45

（％）

代　　表　　的　　な　　職　　種
全　　　　職　　　　種区　　　　　　分

の者（月分）

２５年勤続

支 給 対 象 職 員 数

国の制度
（支給率等）

2.2252.225

の者（月分）

24.586875

33.27075

本　年　度

前　年　度

国の制度

区　　　分
２０年勤続

47.70947.709支給率等 33.27075

4.45

そ の 他  の
備　　考

加算措置等

定年前早期

退職特例措置

（2％～45％加算）

定年前早期

退職特例措置
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(単位　千円)

１　固定資産
　(1)　有形固定資産
　　イ 土地 254,195
　　ロ 建物 44,672
　　　 減価償却累計額 △ 6,272 38,400
　　ハ 構築物 12,876,717
　　　 減価償却累計額 △ 1,455,273 11,421,444
　　ニ 機械及び装置 84,833
　　　 減価償却累計額 △ 14,880 69,953
　　ホ 建設仮勘定 46,585
　　　有形固定資産合計 11,830,577
　(2)　無形固定資産
　　イ 施設利用権 525,705
　　　無形固定資産合計 525,705
　(3)　投資その他の資産
　　イ 出捐金 208
　　　投資その他の資産合計 208
　　　固定資産合計 12,356,490
２　流動資産
　(1)　現金預金 172,899
　(2)　未収金 35,069
　　 　貸倒引当金 △ 647 34,422
　　　流動資産合計 207,321
　　　資産合計 12,563,811

３　固定負債
　(1)　企業債 2,668,893
　　　固定負債合計 2,668,893
４　流動負債
　(1)　企業債 316,390
　(2)　未払金 53,876
　(3)　預り金 58
　(4)　賞与等引当金 3,763
　　　流動負債合計 374,087
５　繰延収益
　(1)　長期前受金 7,287,429
　(2)　長期前受金収益化累計額 △ 832,999
　　　繰延収益合計 6,454,430
　　　負債合計 9,497,410

６　資本金
　(1)　資本金 2,859,487
　　　資本金合計 2,859,487
７　剰余金
　(1)　資本剰余金 213,299
　(2)　利益剰余金 △ 6,385
　　　剰余金合計 206,914
　　　資本合計 3,066,401
　　　負債資本合計 12,563,811

令和４年度東郷町下水道事業予定貸借対照表

(令和５年３月３１日)

資産の部

負債の部

資本の部
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注記

Ⅰ 重要な会計方針

１ 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）

先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

２ 固定資産の減価償却の方法

⑴ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 年

構築物 年（マンホールポンプは 年）

機械及び装置 年～ 年

工具器具及び備品 年～ 年

⑵ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 年

３ 引当金の計上方法

⑴ 退職給付引当金

本町は、愛知県市町村退職手当組合に加入しており、当該組合の負担金に

ついて積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用は、一般会計において

措置するため計上しない。

⑵ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給

見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

⑶ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年

度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
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⑷ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実積率等による回収不能見

込額を計上している。

４ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

Ⅱ セグメント情報の開示

下水道事業は単一セグメントのため、記載を省略している。

Ⅲ 予定貸借対照表関連

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

令和４年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度

の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会

計が負担すると見込まれる額は令和５年３月末において 千円である。

２ 引当金の取崩し

令和３年度及び令和４年度に賞与引当金をそれぞれ 千円取り崩す予定

である。
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（単位　千円）
１　営業収益
　(1)　下水道使用料 353,524 353,524

２ 　営業費用
　(1)　管渠費 88,523
　(2)　ポンプ場費 12,101
　(3)　総係費 105,273
　(4)　流域下水道維持管理負担金 165,058
　(5)　減価償却費 390,736 761,691
　　営業利益 △ 408,167

３　営業外収益
　(1)　他会計負担金 271,104
　(2)　長期前受金戻入 208,296
　(3)　雑収益 1,172 480,572

４　営業外費用
　(1)　支払利息及び企業債取扱諸費 69,596
　(2)　雑支出 373 69,969 410,603
　　経常利益 2,436

５　特別損失
　(1)　その他特別損失 9,092 9,092 △ 9,092

　　当年度純利益 △ 6,656

　　前年度繰越利益剰余金 271

　　その他未処分利益剰余金変動額 0

　　当年度未処分利益剰余金 △ 6,385

令和３年度東郷町下水道事業予定損益計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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(単位　千円)

１　固定資産
　(1)　有形固定資産
　　イ 土地 254,195
　　ロ 建物 44,672
　　　 減価償却累計額 △ 4,704 39,968
　　ハ 構築物 12,818,516
　　　 減価償却累計額 △ 1,090,410 11,728,106
　　ニ 機械及び装置 84,833
　　　 減価償却累計額 △ 11,160 73,673
　　ホ 建設仮勘定 46,585
　　　有形固定資産合計 12,142,527
　(2)　無形固定資産
　　イ 施設利用権 535,044
　　　無形固定資産合計 535,044
　(3)　投資その他の資産
　　イ 出捐金 208
　　　投資その他の資産合計 208
　　　固定資産合計 12,677,779
２　流動資産
　(1)　現金預金 172,899
　(2)　未収金 35,069
　　 　貸倒引当金 △ 647 34,422
　　　流動資産合計 207,321
　　　資産合計 12,885,100

３　固定負債
　(1)　企業債 2,948,392
　　　固定負債合計 2,948,392
４　流動負債
　(1)　企業債 343,029
　(2)　未払金 53,876
　(3)　預り金 58
　(4)　賞与等引当金 3,763
　　　流動負債合計 400,726
５　繰延収益
　(1)　長期前受金 7,258,207
　(2)　長期前受金収益化累計額 △ 624,476
　　　繰延収益合計 6,633,731
　　　負債合計 9,982,849

６　資本金
　(1)　資本金 2,695,337
　　　資本金合計 2,695,337
７　剰余金
　(1)　資本剰余金 213,299
　(2)　利益剰余金 △ 6,385
　　　剰余金合計 206,914
　　　資本合計 2,902,251
　　　負債資本合計 12,885,100

令和３年度東郷町下水道事業予定貸借対照表

(令和４年３月３１日)

資産の部

負債の部

資本の部
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